
  様式９（添付１－３） 

 

 

令和５年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【  足利市   】       

 

令和５年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

○「外国人児童生徒教育連絡協議会」の開催（年２回） 

〇宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター主催「外国人児童生徒教育推進協議会」へ参加（年２回） 

 

（２）学校における指導体制の構築 

○拠点校（小学校４校）への日本語教室の設置、担当教員の配置 

○拠点校以外の学校への巡回訪問指導の実施（外国人児童生徒教育専門指導員及び支援員） 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

〇特別の教育課程編成・実施計画書及び実施報告書の作成・提出 

・日本語指導を必要とする児童生徒数132名 

「特別の教育課程」を編成し、指導を受けている児童生徒126名（95.4％） 

   （巡回訪問指導対象者58名、拠点校における指導対象者68名） 

 

（４）成果の普及 

○本市における外国人児童生徒教育の取組内容を、市ホームページにて発信 

○帰国・外国人児童生徒に関わる情報等を学校へ発信 

 

市立小中学校（33 校） 

外国人児童生徒教育専門指導員 

外国人児童生徒教育支援員 

派遣 

外国人児童生徒教育 
連絡会議 

協議・指導法研究 
情報提供・情報交換 

宇都宮大学 足利市教育委員会 
足利市国際交流協会 

ＮＰＯ団体 

連携・協力等 

栃木県教育委員会 

連携・相談 

外国人児童生徒教育推進協議会 

拠点校の４校 

（小学校４校） 
拠点校以外の 29 校 

（小学校 18 校・中学校 11 校） 

日本語指導を必要とする児童生徒 

【個別の指導計画の作成】個に応じた指導・支援 

日本語教室担当教員 



（７）ICTを活用した教育・支援 

〇音声通訳機器を各学校に配備し、日々の指導やコミュニケーションが必要な場面で活用 

〇タブレット端末を活用し授業や家庭訪問で翻訳機能を活用 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

①外国人児童生徒教育専門指導員（２名） 

・スペイン語、ポルトガル語を話せる専門指導員が、日本語指導を必要とする児童生徒が在籍する学校へ巡回訪

問指導を行う。 

②外国人児童生徒教育支援員（３名） 

・中国語が堪能な支援員１名、フィリピン語と英語に対応可能な支援員１名、シンハラ語に対応可能な支援員1名 

・中国語、フィリピン語、シンハラ語を母語とする日本語指導が必要な児童生徒への巡回訪問指導、学校生活の適

応支援を行う。 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

○外国人児童生徒教育連絡会議の開催により、日本語教室担当教員の情報交換や情報共有ができ、今後のよりよ

い指導に結びつけることができた。 

●指導者が集まる研修機会等がまだ少なく、情報も得にくいため、よりよい指導法や効果的な教材

等について、さらに情報発信や情報共有を進めていく必要がある。 

 

（２）学校における指導体制の構築 

○拠点校を設置し、日本語指導を専任する担当教員を配置することができた。 

○拠点校以外の学校に、外国人児童生徒教育専門指導員や支援員が計画的に巡回訪問指導を行い、市内の日

本語指導が必要な児童生徒を幅広く支援することができた。 

●帰国・外国人児童生徒が増加していく中、多国籍・多言語化が進んでおり、日本語指導が必要な児童生徒の増

加が見込まれる。 

●拠点校における指導教員や、外国人児童生徒教育専門指導員・支援員の増員が求められる。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

○個別の指導計画により、個に応じた計画的な指導を実施することができた。 

●個別の指導計画を、在籍学級の担任や日本語指導担当教員、外国人児童生徒教育専門指導員や支援員等が

共有し改善することにより、一貫した連続性のある指導体制を目指したい。 

 

（４）成果の普及 

○外国人児童生徒教育連絡会議の内容等を指導員・支援員と共有することで、本市の外国人児童生徒教育の推進

の一助となった。 

●市や教育研究所のホームページを活用し、広く成果を普及していく。 

 

（７）ICTを活用した教育・支援 

〇グローバル通信対応機を校外活動に持参することで、より多くの活動場面での使用機会が生まれた。 

〇日本に入国して間もない初期指導の必要な児童生徒に対して、母語での簡単なコミュニケーションが可能 

となり、安心感を与えることができた。 

●器機を活用しての支援は充実してきたが、直接的な日本語指導にはまだ至っていたのでの、今後、ＩＣＴをさらに

有効活用し、直接的な日本ご指導に生かしていきたい。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

○巡回訪問指導を行うことで、拠点校以外の市内小・中学校への指導・支援ができ、日本語指導が必要な児童生徒

の日本語能力の向上や学校生活への適応が図れた。 

●日本語指導が必要な児童生徒数に対して、専門指導員２名、支援員３名の体制では、十分な指導・支援が難しい

。 

 



本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

人 

（   園） 

 

107 人 

（ 16校） 

 

   19 人 

（ ５校） 

人 

（   校） 

     人 

（   校） 

     人 

（   校） 

 

人 

（   校 

 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

 

107 人 

（ 16校） 
 

 

19 人 

（ ５校） 

 

 

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 

 

 

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 

 

４．その他（今後の取組予定等） 

・専門指導員や支援員の増員を目指して、予算の確保、人材の確保に努めたい。 

・各学校の受け入れ体制の確立や児童生徒の実態に応じた特別の教育課程が編成できるよう、各学校の担

当者に周知を図る場（日本語担当者連絡会議）を年に２回開催する。 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 


